
大府市告示 第４０号 

 

 次のように都市公園の使用を開始するので、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に

基づき公示する。 

 

令和８年３月３０日 

 

大府市長 岡村秀 人  

 

記 

 
名称 位置 面積（㎡） 区域 供用開始の時期 

横根山公園 大府市梶田町四丁目 1番 22他 851  
別図 

令和 8 年３月 31 日 
大府みどり公園 大府市北崎町梨ノ木１番他 973 

二ツ池公園 大府市横根町名高山 90 番他 2630 

 
以上 

 
 



1 / 2,500

注釈： 告示資料

横根山公園

1/1

PCd1059
折れ線

PCd1059
テキストボックス
横根山公園
８５１㎡



1 / 2,500

注釈： 告示資料

大府みどり公園

1/1

TBl1482
多角形

TBl0406
テキストボックス
大府みどり公園
973㎡



1 / 2,500

注釈： 告示資料

二ツ池公園

1/1

PCd1059
折れ線

PCd1059
テキストボックス
二ツ池公園
２６３０㎡
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